
平成28年3月10日発行 議 会 だ よ り

討　

論

　

今
臨
時
会
で
、
次
の
よ
う

な
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

議
案
第
１
０
８
号

反　
　

対

【
日
本
共
産
党
】

　

市
の
基
本
的
な
仕
事
を
安

上
が
り
の
労
働
力
に
置
き
換

え
る
。
17
年
間
の
契
約
は
単

年
度
会
計
の
原
則
を
大
き
く

逸
脱
し
、
市
長
の
任
期
を
３

期
と
す
る
条
例
と
も
矛
盾
。

長
期
独
占
契
約
は
競
争
力
が

働
か
ず
、
同
一
の
事
業
者
が

再
度
契
約
を
更
新
す
る
可
能

性
も
あ
る
。
事
業
者
選
定
の

詳
細
は
不
透
明
で
、
住
民
へ

の
説
明
や
意
見
聴
取
も
不
十

分
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
根
拠
が
あ
い

ま
い
で
、
市
の
基
本
的
な
事

業
の
在
り
方
と
し
て
不
適
切
。

賛　
　

成

【
自
由
民
主
党
】

　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
老
朽

化
へ
の
対
応
と
給
食
の
充
実

を
図
る
た
め
の
新
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
整
備
の
あ
り
か
た

に
つ
い
て
は
、
市
全
体
の
財

政
状
況
が
厳
し
い
な
か
、
財

政
負
担
を
抑
え
、
質
の
高
い

サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
手
法

と
し
て
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
は
必
要

な
手
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
今
ま
で
市
が
直
営
で
培

っ
て
き
た
実
績
に
加
え
、
民

間
の
技
術
、
創
意
工
夫
を
生

か
す
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
も

よ
り
豊
か
で
、
安
全
安
心
な

お
い
し
い
学
校
給
食
と
な
る

こ
と
を
期
待
し
て
、
賛
成
の

討
論
と
す
る
。

賛　
　

成

【
公
明
党
】

　

新
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
は

現
在
の
老
朽
化
し
た
２
ケ
所

に
代
わ
る
施
設
で
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ

に
よ
る
給
食
セ
ン
タ
ー
方
式

を
選
択
し
た
事
と
市
内
全
校

の
ア
レ
ル
ギ
ー
食
を
調
理
す

る
点
、
更
に
災
害
時
に
避
難

者
へ
の
対
応
も
可
能
な
施
設

に
す
る
点
な
ど
評
価
す
る
点

が
多
い
。
反
面
、
17
年
に
及

ぶ
長
期
の
契
約
に
お
け
る
事

業
運
営
の
安
定
性
の
確
保
が

危
惧
さ
れ
る
が
、
そ
の
リ
ス

ク
回
避
の
取
り
組
み
も
考
慮

さ
れ
て
い
る
点
を
評
価
し
賛

成
す
る
も
の
で
あ
る
。

議　 案

番　 号

（採決順）

議　　案　　名
議　決

結　果

会派等の賛否

自
由
民
主
党

公
明
党

日
本
共
産
党

や
ま
ぶ
き
会

政
晴
会

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

民
主
党

無
所
属

10人 ７人 ５人 ５人 ３人 ３人 ２人 １人

議案108 仮称川越市新学校給食センター整備運営事業契約 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ※１ ○ ○

議案 1 専決処分の承認 承　　認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

決議 1 朝鮮民主主義人民共和国による４度目の核実験に抗議する決議 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案議決結果一覧表
 　○……賛成　　×……反対　　△……退席

＊議長は採決に加わっておりません。　　　※１…賛成 2 人、退席 1 人

発行：川越市議会　　編集：川越市議会広報紙編集委員会　　電話：０４９－２２４－６０６７

　

平
成
28
年
１
月
15
日
の
臨
時
会
に
お
い
て
、
平
成
27
年
12
月

定
例
会
で
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
議
案
１
件
と
市
長
提
出
議

案
１
件
並
び
に
決
議
１
件
を
審
議
し
ま
し
た
。
結
果
は
議
案
議

決
結
果
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○趣旨
　国において地方税分野における個人番号利
用手続の一部見直しが行われたことに伴い、
平成27年 12月 28日付けで、専決処分に
より川越市税条例等の一部を改正する条例の
一部を改正する条例を定めたことについて、
議会の承認を得ようとするものです。
○改正の内容
　市民税、特別土地保有税及び事業所税に係
る減免申請書の記載事項から行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号を除いたもの
です。
○施行期日
　公布の日としたものです。

○事業場所
　川越市大字菅間18番地1
○事業内容
　１　設計・建設業務
　２　維持管理業務
　３　運営業務
○契約の金額
　金12,200,358,218円
　物価変動、金利変動等による増減あり
○契約の相手方
　川越市脇田本町13番地22
　　株式会社川越学校給食サービス
○契約の期間
　本契約締結の日から平成44年 8月 31
日まで

専 決 処 分 の 承 認 仮称新学校給食センター
整 備 運 営 事 業 契 約


